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Ⅰ． 課題設定型産業技術開発費助成事業の概要 

Ⅱ． 交付申請に関する事務手続 

Ⅲ． 事業内容の変更に関する事務手続 

Ⅳ． 経費処理について 

Ⅴ． 機械装置等費 

Ⅵ． 労務費 

Ⅶ． その他経費 

 

 

ⅧⅧ．．  委委託託費費・・共共同同研研究究費費  

１． 委託費・共同研究費  Ｐ．８６ 
２． 学術機関等に対する共同研究費  Ｐ．８７ 
 

 

Ⅸ． 検査 

Ⅹ． 助成金の支払 

ⅩⅠ． 研究成果の発信 

ⅩⅡ． プロジェクトマネジメントシステムの概要とユーザー登録 

ⅩⅢ． 助成事業終了後の手続等 

ⅩⅣ． 記載例・参考例 

ⅩⅤ． 交付規程 
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助成先が共同研究を行う場合の共同研究契約に係る一般的な手続は、下記のとおりです。共同

研究申込が必要な場合がありますので、各法人の契約窓口に確認してください。 

 

＜事務手続フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

２２．．  学学術術機機関関等等にに対対すするる共共同同研研究究費費（交付規程第６条第２項）  

＜基本的な考え方＞ 

ＮＥＤＯが学術機関等に対する共同研究費を「定額助成」と定めた場合に限り、共同研究契約

に基づき学術機関等が行う技術開発に必要な経費を補助対象経費として、一定金額以内で助

成することがあります（民間企業は対象外）。 

 

留意点 

・本費用は、ＮＥＤＯが公募要領等で別途提示した場合に限り、計上できます。 

・本費用は、他の経費との流用はできません。 

実施計画書の提出 

共同研究先（研究窓口） 

事前調整等 

実施計画書の作成 

実施計画書の送付 

助 成 先 

事前調整等 

実施計画書の作成依頼 

ＮＥＤＯ 共同研究先（契約窓口） 

契約手続 

審 査 

交付決定通知 

共同研究申込書提出

審査・契約手続 

実施計画書の作成依頼 

実施計画書の送付 

共同研究契約の締結 契約締結の通知 
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１１．．委委託託費費・・共共同同研研究究費費  

＜基本的な考え方＞ 

①委託費   ：助成先が、助成事業の一部を第三者に委託するのに要した経費 

②共同研究費：助成先が、助成事業の一部を第三者と共同で実施するために負担した経費 

経費の算定に当たっては、助成先と同様に、「助成対象費用」（Ｐ．１７）に記載のとおり、費目Ⅰ～

Ⅲの区分に従って算定してください。本経費は、他の経費との流用はできません。 

 

（１）委託、共同研究を行う場合には、あらかじめ交付申請書に記載していただくことが必要です。なお、

委託および共同研究の助成対象費用額は、原則として助成対象費用の総額の５０％未満です。 

 

（２）助成先が助成事業の一部を第三者に委託または共同で実施しようとする場合は、実施に関する契

約を締結してください。 

 

（３）委託契約、共同研究契約の締結日、実施期間、契約金額は、「助成金交付決定」との関係において

以下のように設定することになります。 

① 締結日 

交付決定の日以降とします。 

② 実施期間 

交付決定通知書で定められている助成事業期間内とします。 

③ 契約金額 

助成対象費用に消費税を加算した額 

（ＮＥＤＯからの助成金額は、委託・共同研究先へ支払った額（消費税分は除く）に補助率を乗

じた額） 

 

（４）委託先・共同研究先の行為については、助成先がＮＥＤＯに対して全ての責任を負うことになります。 

 

（５）委託先・共同研究先についても、それぞれ経費発生調書を作成する必要があります。 

 

（６）学術機関等への委託費・共同研究費 

助成先が学術機関等と研究契約を締結する場合には、その学術機関等において定められた「共

同研究規程」等に基づいて契約することができます。経費の算定に当たっては、助成先と同様に、

「助成対象費用」（Ｐ．１７）に記載のとおり費目Ⅰ～Ⅲの区分に従って算定してください。（学術機関

等とは、国公立研究機関、国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、高等

専門学校、ならびに国立研究開発法人、独立行政法人、地方独立行政法人およびこれらに準ずる

機関をいいます。） 

 

① 確定検査および年度末中間検査の証明書類として、経費発生調書を作成して下さい。 

② 「決算報告書」（Ｐ．１７０）および「収支決算書」（Ｐ．１７１）を作成する場合は、経費発生調書を省略

することができます。なお、決算報告書の記名者は、国公立大学法人等の場合は学部長、学科長

または学部事務局の長、国立研究開発法人等の場合は理事長または契約担当職とします。 
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助成先が共同研究を行う場合の共同研究契約に係る一般的な手続は、下記のとおりです。共同

研究申込が必要な場合がありますので、各法人の契約窓口に確認してください。 

 

＜事務手続フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

２２．．  学学術術機機関関等等にに対対すするる共共同同研研究究費費（交付規程第６条第２項）  

＜基本的な考え方＞ 

ＮＥＤＯが学術機関等に対する共同研究費を「定額助成」と定めた場合に限り、共同研究契約

に基づき学術機関等が行う技術開発に必要な経費を補助対象経費として、一定金額以内で助

成することがあります（民間企業は対象外）。 

 

留意点 

・本費用は、ＮＥＤＯが公募要領等で別途提示した場合に限り、計上できます。 

・本費用は、他の経費との流用はできません。 

実施計画書の提出 

共同研究先（研究窓口） 

事前調整等 

実施計画書の作成 

実施計画書の送付 

助 成 先 

事前調整等 

実施計画書の作成依頼 

ＮＥＤＯ 共同研究先（契約窓口） 

契約手続 

審 査 

交付決定通知 

共同研究申込書提出

審査・契約手続 

実施計画書の作成依頼 

実施計画書の送付 

共同研究契約の締結 契約締結の通知 
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１１．．委委託託費費・・共共同同研研究究費費  

＜基本的な考え方＞ 

①委託費   ：助成先が、助成事業の一部を第三者に委託するのに要した経費 

②共同研究費：助成先が、助成事業の一部を第三者と共同で実施するために負担した経費 

経費の算定に当たっては、助成先と同様に、「助成対象費用」（Ｐ．１７）に記載のとおり、費目Ⅰ～

Ⅲの区分に従って算定してください。本経費は、他の経費との流用はできません。 

 

（１）委託、共同研究を行う場合には、あらかじめ交付申請書に記載していただくことが必要です。なお、

委託および共同研究の助成対象費用額は、原則として助成対象費用の総額の５０％未満です。 

 

（２）助成先が助成事業の一部を第三者に委託または共同で実施しようとする場合は、実施に関する契

約を締結してください。 

 

（３）委託契約、共同研究契約の締結日、実施期間、契約金額は、「助成金交付決定」との関係において

以下のように設定することになります。 

① 締結日 

交付決定の日以降とします。 

② 実施期間 

交付決定通知書で定められている助成事業期間内とします。 

③ 契約金額 

助成対象費用に消費税を加算した額 

（ＮＥＤＯからの助成金額は、委託・共同研究先へ支払った額（消費税分は除く）に補助率を乗

じた額） 

 

（４）委託先・共同研究先の行為については、助成先がＮＥＤＯに対して全ての責任を負うことになります。 

 

（５）委託先・共同研究先についても、それぞれ経費発生調書を作成する必要があります。 

 

（６）学術機関等への委託費・共同研究費 

助成先が学術機関等と研究契約を締結する場合には、その学術機関等において定められた「共

同研究規程」等に基づいて契約することができます。経費の算定に当たっては、助成先と同様に、

「助成対象費用」（Ｐ．１７）に記載のとおり費目Ⅰ～Ⅲの区分に従って算定してください。（学術機関

等とは、国公立研究機関、国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、高等

専門学校、ならびに国立研究開発法人、独立行政法人、地方独立行政法人およびこれらに準ずる

機関をいいます。） 

 

① 確定検査および年度末中間検査の証明書類として、経費発生調書を作成して下さい。 

② 「決算報告書」（Ｐ．１７０）および「収支決算書」（Ｐ．１７１）を作成する場合は、経費発生調書を省略

することができます。なお、決算報告書の記名者は、国公立大学法人等の場合は学部長、学科長

または学部事務局の長、国立研究開発法人等の場合は理事長または契約担当職とします。 
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